
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 案 名 富士見市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

市町村特別給付の実施及び第９期富士見市高齢者保健福祉計画の

策定に伴い令和６年度から令和８年度までの介護保険料の改定等を

行うことが必要であるため富士見市介護保険条例の一部を改正する

ものです。 

主な制定内容 

(1)市町村特別給付の実施に関すること（第９条） 

新たに介護保険法第６２条に規定する市町村特別給付として紙

おむつの支給を行うことを定めるものです。これまで、紙おむ

つ支給事業については地域支援事業における任意事業の家族介

護用品支給事業として実施していたものですが、国において事

業が段階的に廃止・縮小方針とされてきていることから、市町

村特別給付へ移行するものです。 

(2)介護保険料の改定等に関すること（第１０条他） 

第９期富士見市高齢者保健福祉計画の策定に伴い、令和６年度

から令和８年度までの第１号被保険者の保険料額を所得段階ご

とに定めるものです。 

施 行 日 令和６年４月１日施行 
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富士見市介護保険条例（平成１２年条例第６号）新旧対照表 

新 旧 

目次 目次 

第１章 総則（第１条） 第１章 総則（第１条） 

第２章 介護認定審査会（第２条―第８条） 第２章 介護認定審査会（第２条―第９条） 

第２章の２ 市町村特別給付（第９条―第９条の３）  

第３章 保険料（第１０条―第１７条） 第３章 保険料（第１０条―第１７条） 

第４章 雑則（第１８条） 第４章 雑則（第１８条） 

第５章 罰則（第１９条・第２０条） 第５章 罰則（第１９条・第２０条） 

附則 附則 

第２章の２ 市町村特別給付 

（市町村特別給付） 

第９条 市は、法第６２条に規定する市町村特別給付として、規則で定

める者（以下「市町村特別給付対象者」という。）に対し、紙おむつ

の支給を行う。 

２ 前項の紙おむつの支給に要する費用のうち、１００分の９０に相当

する額を市の負担とし、１００分の１０に相当する額を市町村特別給

付対象者の負担とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、災害その他規則で定める特別の事情によ

り、市町村特別給付対象者に、前項の費用を負担させることが相当で

ないと認めるときは、前項中「１００分の９０」とあるのは、「１０

０分の１００」とし、「１００分の１０」とあるのは、「１００分の

０」とする。 

 （市町村特別給付の制限等） 

 



 
第９条の２ 市は、法第６３条から第６９条までの規定により市が行う

保険給付の制限等の例により、市町村特別給付の制限等を行う。 

（市町村特別給付の規則への委任） 

第９条の３ 法令及びこの条例に定めるもののほか、市町村特別給付に

関し、必要な事項は、規則で定める。 

（保険料率及び確定保険料） （保険料率及び確定保険料） 

第１０条 令和６年度から令和８年度までの各年度における法第１２９

条第２項に規定する条例で定める保険料率（以下「保険料率」とい

う。）は、次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定

する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額とする。 

第１０条 令和３年度から令和５年度までの各年度における法第１２９

条第２項に規定する条例で定める保険料率（以下「保険料率」とい

う。）は、次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定

する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額とする。 

（１） 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」

という。）第３９条第１項第１号に掲げる者 ３１，６６８円 

（１） 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」

という。）第３９条第１項第１号に掲げる者 ３２，４７２円 

（２） 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４７，６７６円 （２） 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４５，４６０円 

（３） 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４８，０２４円 （３） 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４８，７０８円 

（４） 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６２，６４０円 （４） 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５８，４４９円 

（５） 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６９，６００円 （５） 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６４，９４４円 

（６） 次のいずれかに該当する者 ８０，１７９円 （６） 次のいずれかに該当する者 ７２，０８７円 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５

条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５

条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合



 
計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金が０を下回る場合には、０と

する。以下この項において同じ。）が１２０万円未満の者であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金が０を下回る場合には、０と

する。以下この項において同じ。）が１２５万円未満の者であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護必要としない状態となる

もの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号

イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イに該当する者を除

く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ

又は第１２号イ                        に該当する者を除

く。） 

（７） 次のいずれかに該当する者 ９０，４８０円 （７） 次のいずれかに該当する者 ８４，４２７円 

ア 合計所得金額が２１０万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が２００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号

イ、第１３号イ又は第１４号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２

号イ                        に該当する者を除く。） 

（８） 次のいずれかに該当する者 １０３，５６４円 （８） 次のいずれかに該当する者 １０７，１５７円 

ア 合計所得金額が３２０万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が３００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除



 
く。）、次号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３

号イ又は第１４号イに該当する者を除く。） 

く。）、次号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イ      

                  に該当する者を除く。） 

（９） 次のいずれかに該当する者 １１７，９７２円 （９） 次のいずれかに該当する者 １１０，４０４円 

ア 合計所得金額が４２０万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が４００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１

４号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１１号イ又は第１２号イ                  

      に該当する者を除く。） 

（１０） 次のいずれかに該当する者 １３０，４３０円 （１０） 次のいずれかに該当する者 １２３，３９３円 

ア 合計所得金額が５２０万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が６００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イに該当

する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ又は第１２号イ                        に該当

する者を除く。） 

（１１） 次のいずれかに該当する者 １４４，４２０円 

ア 合計所得金額が６２０万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除

 



 
く。）、次号イ、第１３号イ又は第１４号イに該当する者を除

く。） 

（１２） 次のいずれかに該当する者 １５７，７８３円 （１１） 次のいずれかに該当する者 １２９，８８８円 

ア 合計所得金額が７２０万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が８００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ又は第１４号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）又は次号イ             に該当する者を除く。） 

（１３） 次のいずれかに該当する者 １７０，３８０円 

ア 合計所得金額が８００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

 

（１４） 次のいずれかに該当する者 １８８，１９８円 （１２） 次のいずれかに該当する者 １３６，３８２円 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満の者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満の者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）に該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）に該当する者を除く。） 

（１５） 前各号のいずれにも該当しない者 ２０８，８００円 （１３） 前各号のいずれにも該当しない者 １４２，８７６円 



 
２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、同

号の規定にかかわらず、１９，８３６円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率は、同

号の規定にかかわらず、１９，４８３円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保

険料の減額賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度におけ

る保険料率について準用する。この場合において、前項中「１９，８

３６円」とあるのは、「３３，７５６円」と読み替えるものとする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保

険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各年度におけ

る保険料率について準用する。この場合において、前項中「１９，４

８３円」とあるのは、「３２，４７２円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての

保険料の減額賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度にお

ける保険料率について準用する。この場合において、第２項中「１

９，８３６円」とあるのは、「４７，６７６円」と読み替えるものと

する。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての

保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各年度にお

ける保険料率について準用する。この場合において、第２項中「１

９，４８３円」とあるのは、「４５，４６０円」と読み替えるものと

する。 

５ （略） ５ （略） 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった場

合） 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった場

合） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号に規定する

老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び（１）に係る者を除

く。）、口若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、

第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号

ロ、第１２号ロ又は第１３号ロに該当するに至った第１号被保険者に

係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月

割りにより算定した当該第１号被保険者に係る保険料の額と当該該当

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号に規定する

老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び（１）に係る者を除

く。）、口若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、

第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第９号ロ                      

                         に該当するに至った第１号被保険者に係

る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割

りにより算定した当該第１号被保険者に係る保険料の額と当該該当す



 
するに至った日の属する月から同項第１号から第１３号までのいずれ

かに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合計額とす

る。 

るに至った日の属する月から同項第１号から第９号まで のいずれか

に規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合計額とす

る。 

４ （略） ４ （略） 

 

 


